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環境厚生常任委員会委員長報告  

H26.3.20 

 

  環 境 厚 生 常 任 委 員 会 に 付 託 さ れ ま し た 議 案 に つ い て 、 審 査

の経過概要と結果を報告いたします。  

 

  ま ず 、 第 ２ 号 議 案 、 平 成 ２ ６ 年 度 国 民 健 康 保 険 事 業 特 別 会

計 予 算 で あ り ま す が 、 国 民 健 康 保 険 被 保 険 者 の 疾 病 等 に 関 し

て 必 要 な 保 険 給 付 を 行 う た め の 経 費 と し て 、 療 養 給 付 費 、 高

額 療 養 費 が 主 な も の で あ り 、 別 段 異 論 な く 、 採 決 の 結 果 は 、

全員をもって原案可決すべきものと決定しました。  

 

次 に 、 第 ４ 号 議 案 、 平 成 ２ ６ 年 度 休 日 診 療 事 業 特 別 会 計 予

算 で あ り ま す が 、 休 日 急 病 患 者 に 対 す る 診 療 事 業 を 行 う 経 費

で あ り 、 別 段 異 論 な く 、 採 決 の 結 果 は 、 全 員 を も っ て 原 案 可

決すべきものと決定しました。  

 

次 に 、 第 ６ 号 議 案 、 平 成 ２ ６ 年 度 介 護 保 険 事 業 特 別 会 計 予

算 で あ り ま す が 、 介 護 サ ー ビ ス 給 付 事 業 及 び 介 護 予 防 事 業 を

行 う た め の 経 費 が 主 な 内 容 で あ り 、 別 段 異 論 な く 、 採 決 の 結

果は、全員をもって原案可決すべきものと決定しました。  
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次 に 、 第 ７ 号 議 案 、 平 成 ２ ６ 年 度 後 期 高 齢 者 医 療 事 業 特 別

会 計 予 算 で あ り ま す が 、 後 期 高 齢 者 医 療 制 度 に 伴 う 事 業 を 行

う た め の 後 期 高 齢 者 医 療 広 域 連 合 納 付 金 が 主 な も の で あ り ま

す。  

採 決 に 先 立 ち 、 反 対 討 論 と し て 、 軽 減 基 準 所 得 の 引 上 げ に

よ り 軽 減 対 象 者 は 拡 大 さ れ る も の の 、 保 険 料 は ２ 年 毎 に 引 上

げられているとの指摘がありました。  

採 決 の 結 果 は 、 多 数 を も っ て 原 案 可 決 す べ き も の と 決 定 し

ました。  

 

次 に 、 第 １ ２ 号 議 案 、 平 成 ２ ６ 年 度 病 院 事 業 会 計 予 算 で あ

り ま す が 、 医 業 費 用 が 主 な 内 容 で あ り 、 別 段 異 論 な く 、 採 決

の結果は、全員をもって原案可決すべきものと決定しました。 

 

次 に 、 第 ５ ２ 号 議 案 、 循 環 型 社 会 推 進 条 例 の 一 部 改 正 に つ

い て は 、 し 尿 処 理 費 用 の 受 益 者 負 担 の 原 則 に 基 づ き 、 し 尿 く

み と り 手 数 料 を 改 定 す る こ と 、 不 燃 物 の 指 定 ご み 袋 に １ ５ リ

ットルの小型袋を新たに設けるものであります。  

採 決 に 先 立 ち 、 し 尿 く み 取 り 手 数 料 改 定 に 関 し 、 消 費 税 増

税 な ど 様 々 な 値 上 げ が さ れ る な か で の 値 上 げ は 納 得 で き な い

と の 反 対 討 論 が 、 ま た 、 賛 成 討 論 と し て 、 し 尿 く み と り 量 は
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減 少 し て お り 、 細 や か な 料 金 体 系 で 負 担 の 公 平 を 図 る こ と は

やむを得ないとの意見がありました。  

採 決 の 結 果 は 、 多 数 を も っ て 原 案 可 決 す べ き も の と 決 定 し

ました。  

 

次 に 、 第 ７ ５ 号 議 案 、 国 民 健 康 保 険 条 例 の 一 部 を 改 正 す る

条 例 の 制 定 に つ い て は 、 国 民 健 康 保 険 法 施 行 令 の 一 部 改 正 に

伴 い 、 保 険 料 の 賦 課 限 度 額 を 改 め る と と も に 、 保 険 料 を 減 額

す る ５ 割 軽 減 基 準 と ２ 割 軽 減 基 準 を 見 直 し 、 保 険 料 の 軽 減 対

象の拡大を行うものであります。  

採 決 に 先 立 ち 、 反 対 討 論 と し て 、 賦 課 限 度 額 の 引 上 げ は 保

険料の値上げにつながるとの指摘がありました。  

ま た 、 賛 成 討 論 と し て 、 軽 減 対 象 も 拡 大 さ れ て い る こ と か

ら 賦 課 限 度 額 引 上 げ も や む を 得 な い と す る 意 見 が あ り ま し た。 

採 決 の 結 果 は 、 多 数 を も っ て 原 案 可 決 す べ き も の と 決 定 し

ました。  

 

次 に 、 本 委 員 会 に 付 託 さ れ ま し た 請 願 に つ い て 、 審 査 経 過

と結果を報告いたします。  

 

 受 理 番 号 ２ 、 京 都 府 中 部 地 域 （ 児 童 養 護 施 設 青 葉 学 園 ）

に「児童家庭支援センター」を設置することに関する請願は、
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「 児 童 家 庭 支 援 セ ン タ ー 」 を 児 童 養 護 施 設 青 葉 学 園 に 設 置 す

ることを求める内容であります。  

別 段 異 論 な く 、 採 決 の 結 果 は 、 全 員 を も っ て 、 採 択 す べ き

も の と 決 定 し 、 京 都 府 に 対 し て 意 見 書 案 を 提 案 す る こ と と し

ました。  

 

以上、簡単でありますが、本委員会の報告といたします。  




